
はしがき

本書は，2003年～2013年の10年間に雑誌「労働判例」（産労総合研究所）に掲載され

た労働事件裁判例の「慰謝料請求」を事件類型に整理し，裁判所の労働事件における

慰謝料請求の取扱いを分析したものです。

事案を，内定取消，解雇，懲戒処分，ハラスメント，労働災害，不当労働行為等の

14類型に分け，一件ごとに，事案の概要，慰謝料算定の理由もしくは棄却の理由，請

求額・認容額等をコンパクトに解説しております。とりあえず，どこかページを開い

てリサーチ表をご覧ください。情報の豊富さと丁寧なコメントに驚かれるはずです。

掲載判例数は全440件です。

労働事件の慰謝料分析は，これまでブラックボックスにあり，系統立てた調査や資

料の分析は行われてきませんでした。そのため，若手弁護士からは，労働相談で慰謝

料を質問され相場感がわからず適当に答えてしまったというような赤裸々すぎるエピ

ソードが語られることもありました。また，最近は，悪質な残業代不払いや過労死事

案等，不正な企業体質が顕現した事案において，高額の慰謝料が認容される例も出て

きております。

そこで，当委員会では，本年度，総力を上げて「労働事件における慰謝料」の分析

に取り組みました。本書は，100名を超える当委員会の人海戦術の賜物であり，女性委

員の緻密な分析と男性委員の力技が合体した自信作です。これにより，裁判所におけ

る慰謝料請求の基本的な取扱い，必要な要件事実，高額認容される事件の要素等がお

およそ明らかになりました。適正な事件解決に大きな力を発揮するものと思いますの

で，本書を実務の参考書として，蔵書の一つにお加えいただければ幸いです。

なお，本書の出版にあたっては，経営書院担当者様各位に大変なご尽力を戴きまし

た。末筆になりますが，心からお礼申し上げます。

2015年2月

労働法制特別委員会

委員長 光前 幸一
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本書の読み方

本書は，平成15年1月から同25年12月までの間に刊行された定期刊行誌「労働判例」

（株式会社 産労総合研究所）に掲載された裁判例のうち，労働者または労働組合が使

用者等に対して慰謝料請求を行った事案（ただし，判例ダイジェストまたは命令ダイ

ジェストにのみ掲載されたものを除く。）を調査対象として，労働事件における慰謝料

請求の傾向を分析したものである。本書においては，労働事件を14類型に分類して章

立てし，各章は，裁判例の詳細を記したリサーチ表と慰謝料請求の傾向を分析した考

察から構成されている。

各章においては，下記のルールに従って表記及び分析を行った。

1 リサーチ表

【請求（訴訟物）】

・本書の調査対象は慰謝料請求のみであるが，事案としては，慰謝料請求以外の請求

も併せて行っているものがあるため，当該事案において行われた請求の全てを訴訟

物として記載した。

・当事者が複数である事案で，それぞれ訴訟物が異なる事案においては，いずれの者

からいずれの者に対する請求であるか区別した（例：【X1→ Y1】【X2→ Y1～ Y2】

等）。

・本訴請求と反訴請求がなされている事案において，使用者が労働者に対し反訴請求

を行った場合について，当該反訴請求が慰謝料請求と直接関係するものでない限り，

原則として記載を省略した。

【慰謝料】

・慰謝料請求が複数の原因を根拠としてなされた事案で，原因毎に慰謝料額を区別し

て認定されている事案においては，認容額欄には，慰謝料総額を記載した上で，そ

の下に内訳を記載した。

・相続人が当事者となって訴訟を追行した事案においては，被相続人の請求を基準と
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して慰謝料額を記載した（例えば，被相続人の慰謝料として300万円が認められた結

果，X1（配偶者），X2（子），X3（子）のそれぞれの相続割合に応じてX1につき150

万円，X2・X3につき各75万円と認容された場合においても，慰謝料額の記載は300

万円と記載した）。

・相続人が，被相続人の慰謝料請求以外に，相続人固有の慰謝料を請求した事案にお

いては，両請求を区別して記載した（例：【A本人】【X1固有】【X2固有】）。

・認容額欄が「0円」と示された事案には，慰謝料請求を含む請求全部が棄却された

事案と慰謝料請求以外の請求は認容された，あるいは慰謝料請求の根拠となる事実

自体は認められたものの慰謝料請求までは認められなかった事案とが含まれてい

る。

【労働者の属性・使用者の属性】

・「X」：労働者及び労働組合の表記であり，当事者が複数である事案では「X1」「X2」

と表記した。

・「Y」：使用者の表記であり，当事者が複数である事案では「Y1」「Y2」と表記した。

・XY以外：訴訟外の第三者の表記であり，たとえば，相続人が当事者となって訴訟を

追行した事案の被相続人（労働者），使用者が訴訟外の第三者と事業譲渡等を行った

場合の相手会社等を表記した。

【審級関係】

・下級審，上級審のいずれも調査対象となった「労働判例」に掲載がある裁判例につ

いては，上級審の事案のみ，分析の対象として記載した。

・上級審の判断がなされた事案であっても，調査対象となった「労働判例」に掲載の

ない上級審については，【審級関係】の記載は省略されているので留意されたい。

2 考察

⑴ 事案番号

考察で【 】により引用された事案番号は，リサーチ表において各裁判例に付

された番号に対応している。
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⑵ 慰謝料請求が認容された割合

慰謝料請求が認容された割合における件数は，各事案を1単位としてカウント

した。

⑶ 認容額の分析と傾向

認容額の分布における件数は，慰謝料請求が認容された事案の労働者の人数を

1単位としてカウントした。

なお，当事者が多数にのぼる事案においては，各章毎にカウント方法を注記し

ているので留意されたい。
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